


≪保証書発行までの流れ≫

約２週間で
お届け

お客様 Avioカスタマ
サポートセンター

お客様 お客様

迅速かつ正確なサポートを実施するために、ユーザ登録をお願いしております。

ユーザ登録により正式保証書を発行致します。

正式保証書により、ご購入後１年間の保証が受けられます。

インターネットもしくはファックスにて是非登録してください。

①ファックスの場合は別紙ユーザ登録・保守サービス申込書に必要事項をご記入ください。

②所定の場所にシリアルナンバーシールをお貼りください。

③下記番号へファックスしてください。

下記登録サイトにアクセスして登録してください。

https://www.avio.co.jp/support/regist_mp.htm

ユーザ登録の際は裏面のアンケートにもご協力ください。

●上記のファックス番号でのご質問は受け付けておりません。ご質問は 0120-175411 までお願いします。

●記入事項が正確でない場合や記入漏れがある場合、ご連絡できないまま登録できない場合がありま

す。よくご確認の上お送りください。

　２週間以上経過しても連絡がない場合は、お手数ですが 0120-175411 までご連絡ください。

●ユーザ登録完了のご連絡は正式保証書の発行をもって換えさせていただきます。

●保証書をお手許にお届けするのに約２週間ほどお時間がかかります。それまでは申込み書の

所定位置にシリアルナンバーシールをお貼りいただき、(仮)保証書として大切に保管して下

さい。正式保証書が届くまでの間(仮)保証書で対応致します。(仮)保証書の有効期間はご購

入後３ヶ月です。これを過ぎると正式保証書が必要になります。

重 要

◎ ファックスによるお申し込みより、スピーディーに正式保証が受けられます。

045-930-3585ユーザ登録/保守契約申込FAX番号

ユーザ
登録

インターネット
または

ファックス

保証書
発行

インターネット
または

ファックス
または
郵送

ご購入

保証書
保管

１年間

インターネットで！

ファックスで！

ユーザ登録のご案内



・修理代替機 無償貸し出し

・修理費無料（スタンダードは一部有料）

・修理時に点検･清掃を実施

保守契約例

１年以内に
保守契約
\30,000 保守開始 以降

有償修理

\30,000
契約更新

\30,000
契約更新 契約更新

不可

無償修理 無償修理 無償修理

保守契約しない場合

ご質問は裏面のカスタマサポートセンターまでお願いします。

1.お申し込みの際は、申込書裏面の「契約条項」を必ずお読みください。

2.本契約はメーカー無償保証期間内（ご購入から1年以内）にて承ります。

3.本契約はご購入月より１年後から“保守サービス”が開始となります。

4.本契約は無償保証期間を含め最大４年間です。

5.契約の更新は基本的に1年単位です。更新のお申込みがない場合でも基本的に自動更新とさせていただ

きます。

6.本契約では、落下や、輸送中の事故、チルトフット故障、風水害・地震等の天災地変等による故障は

契約の対象外になります。

※契約満了の約1ヶ月前にご案内とお振込用紙をお送りします。振込がない場合は契約が無効となること

がありますので忘れずにお申し込みください。（恐れ入りますが、振込手数料はお客様にて、ご負担願

います。）

契約タイプ

スタンダード

フルサポート

スタンダード

フルサポート

スタンダード

フルサポート

フルサポート

フルサポート

MP-20
iP-25/25SC
iP-30S/30B
iP-40S/40B

\30,000

\60,000

\35,000

\60,000

\35,000

\70,000

\30,000

\30,000

対 象 製 品
代替機
貸出

無償

無償

無償

無償

無償

無償

無償

無償

修理費 点検・清掃費

無償※2

無償※2

無償※2

無償※2

無償※2

無償※2

無償※2

無償※2

無償※1

無償

無償※1

無償

無償※1

無償

無償

無償

MP-50
iP-55/60
iP-65S/65B

MP-700
iP-750/750C

※1 高額部品（光学ユニットと原

稿読取り用カメラユニット）

を除く。

※2 故障による修理時のみ無償で

す。保守サービス期間内であ

っても点検清掃のみのご依頼

は有償にて承ります。

消耗品（ランプユニット、エ

アフィルタ等）は期間内であ

っても有償です。

保 守 サ ー ビ ス 価 格 表

価格／台

iV-200

DCP-50

ご　
　

購　
　

入

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

無償保証

保守契約
更新終了

有償修理

\30,000～\120,000＋代替機費用

サービス内容

保守サービスのご案内



ユーザ登録・保守サービスのご案内

2010.04 Ver.9

保守契約の手続き

お客様 お客様
Avioカスタマ

サポートセンター
Avioカスタマ

サポートセンター
お客様

契約条項

申込書裏の契約
条項をお読みく

ださい

お申込み

申込書に必要
事項をご記入
の上ご返送く

ださい

お振込み
用紙送付

お振込み用紙
を郵送します
（約１週間程　
  かかります）

会員証
発行

会員証を発行
します

（約１週間程　
  かかります）

お振込み

お振り込み
いただきます

※ユーザ登録の際、以下のアンケートにご協力ください。
　今後の製品開発の参考にさせていただきます。

【１】ご使用になるお客様の業種、職種番号等でお選び下さい。

　　《業種》

　　　　１．農林漁業･鉱業　２．建設･不動産業　 ３．金融･保険業　　 ４．商社･卸･小売業

　　　　５．情報処理業　　 ６．広告･放送･出版　７．サービス業　 　 ８．医療業務　　　９．流通業

　　　　10．公官庁　　　 　11．学校･教育　　　 12．自由業

　　　　13．製造業　　Ａ．食品　　　Ｂ．紙･パルプ　　Ｃ．化学･ゴム 　Ｄ．窯業　　Ｅ．鉄･金属　　Ｆ．機械

　　　　　　　　　　　Ｇ．電気･電子 Ｈ．輸送用機器　 Ｊ．自動車　　  Ｋ．その他製造

　　　　14．その他

　　《職種》

　　　　１．経営･管理職　　２．総務･人事･財務  ３．企画･調査　 　　４．宣伝･広報　　 ５．営業･販売

　　　　６．研究･開発　　　７．設計･技術　　　 ８．サービス職　　　９．商工自営　　  10．専門職

　　　　11．教職　　 　　　12．学生　　　　　　13．ＥＤＰ･システム 14．その他

【２】ご購入歴について番号でお選び下さい。　

　　　　１．初めての購入　 ２．追加購入　　　　３．買い替え

【３】この製品を何処でお知りになりましたか。

　　　　１．広告　　２．雑誌記事　　　３．カタログ　 ４．展示会　　５．販売店　　６．知人

　　　　７．ダイレクトメール　 ８．インターネット　  ９．アフターサービス　　　　10．その他

【４】この製品の購入ポイントについて。《５つまで》

　　　　１．価格　　２．実物投影機能　３．明るさ　　 ４．画質　　　５．操作性　　６．形状／デザイン

　　　　７．軽量性　　　　　　 ８．豊富なオプション　９．パソコン対応性　　　　　10．信頼性

　　　　11．サポート体制　　　 12．入手のし易さ（消耗品）　　　　　13．その他

【５】設置場所について。　　　 １．一ケ所に常設　　２．同一建物内での移動が多い　３．建物外への移動が多い

【６】今後E-mailや郵便による弊社新製品・イベントのご案内を　　　 １．希望する　 ２．希望しない

別紙『個人情報の保護について』をお読みください。

内容に同意くださる場合は、ユーザ登録・保守サービス申込書の『同意する』にチェックを

つけてください。

本内容に同意くださらない場合は、申し訳ございませんが本サービスはご利用できません。

個人情報の

保護について

映像・情報福祉機器事業部 カスタマサポートセ ンター　

　〒224-0053　横浜市都筑区池辺町４２０６番地
　 T E L 0120-1754 11
　 FA X  045-930-3585
　 受付時間：9:00-12:00/13:00-17:00(土日祝日除く)



【アンケートご記入欄】

【１】《業種》-- 

　　　《職種》--
　　　

【２】---------

【３】---------

【４】---------

【５】---------

【６】---------

【７】ご意見・ご希望

(           )

(           )

(           )

13の場合：

アンケート回答を以下にご記入ください。

(西暦)

〒
□法人
□個人

都道

府県

型　　名

お申込み
内　　容

お申込み日　　　　　　　年　　　　月　　　　日

製造番号

法人名等

所属名等

担当者名

フリガナ

E-Mail
アドレス

電話番号

ファックス番号

ご購入年月

お買い上げ店名

住
　
　
所

年 月

(　　　　　　)　　　　　－

(　　　　　　)　　　　　－

本体に添付のシリアルナンバーをお貼りください。

ユーザ登録／保守サービス申込書

いづれかに必ずチェックしてください
□ ユーザ登録のみ（無償保証１年間）
□ 保守サービス（有償）のスタンダードに申し込む
□ 保守サービス（有償）のフルサポートに申し込む

ユーザ登録・保守サービス申込書

下記登録サイトにアクセスして登録してください。

◎ファックスによるお申し込みより、スピーディーに保守サービスが受けられます。

https://www.avio.co.jp/support/regist_mp.htm

０４５-９３０-３５８５ユーザ登録／保守契約申込FAX番号・・・

①ファックスの場合は《本登録シート》に必要事項をご記入ください。

②所定の場所にシリアルナンバーシールをお貼りください。

③下記番号へファックスしてください。

●下記のファックス番号でのご質問は受け付けておりません。ご質問は0120-175411までお願いします。

●記入事項が正確でない場合や記入漏れがある場合、ご連絡できないまま登録できない場合があります。よくご確認の

上お送りください。２週間以上経過しても連絡がない場合は、お手数ですが 0120-175411までご連絡ください。

●ユーザ登録完了のご連絡は正式保証書の発行をもって換えさせていただきます。

　別紙『個人情報の保護について』をお読みください。

　内容に同意くださる場合は同意するにチェックをつけてください。

　本内容に同意くださらない場合は、申し訳ございませんが本サービスはご利用できません。

　別紙『個人情報の保護について』の内容を

    □ 同意する    　□ 同意しない

個人情報の

保護について

日本アビオニクス株式会社
映像・情報福祉機器事業部
　　カスタマサポートセンター 行

インターネットで！

ファックスで！



本契約条項中にある甲乙とは下記を指すものとする。

　　甲：本契約を締結されるお客様

　　乙：日本アビオニクス株式会社

第１条（保守の委託及び受託）

　　甲は乙に本装置の保守を所定の保守契約料金を支払い委託

　　し、乙は受託時に機器が正常な状態にあることを条件とし

　　これを受託する。

第２条（保守の内容）

　　保守契約タイプの締結につき実施する。

１．機器に不時の故障が発生した場合は、甲の通知により乙は

　　優先修理対応を行い状況により、製品代替機の貸し出し処

　　理を行う。（保守作業は、弊社工場内にて行いますので出

　　張保守対応は実施致しません。）

　　尚、修理対応時には、機能・性能の点検と調整及びフィル

　　ター清掃・光学系清掃を行います。

２．前記に発生した修理時費用

　　［スタンダード］高額部品及び消耗品については甲の負担

　　となります。

　　［フルサポート］全て無償。但し消耗品については甲の負

　　担となります。

３、修理品輸送費は、元払いとなります。

第３条（保守取扱時間）

　　保守作業は、原則的に次の時間帯に行なうものとする。

　　土曜、日曜、祝日及び乙の指定する休日を除く平日（月曜

　　日～金曜日午前９：00～午後０：00、午後と１：00～５：00と

　　する。）

第４条（適用外項目）

　　次の事項は保守契約料金に含まれない内容であり、必要発

　　生都度、甲乙別途協議の上、料金等を決定する。

１．別途費用による保守

　　（１）保守契約タイプ別による高額部品及び消耗品料金

２　保守に該当しない事項

　　（１）機器の移設、増設、撤去などの作業、立会、及び作

　　　　　業に伴う調整

　　（２）意匠部品の交換・手直し

　　（３）乙又は乙の指定者以外が機器の追加、改造もしくは

　　　　　修理した為の損傷、故障の修理

　　（４）誤使用、又は管理不完全等、甲の故意、過失による

　　　　　損傷、故障の修理

　　（５）風水害、地震等の天災地変等不可抗力もしくは甲乙

　　　　　の何れの責にも帰すことが出来ない事由による損傷、

　　　　　故障の修理

　　（６）機器のオーバーホール

　　　　　オーバーホール“分解清掃、調整及び部品交換によ

　　　　　る性能維持と故障の予防。

　　（７）乙の指定以外の消耗品を使用し、又は、消耗品の保

　　　　　管不完全の為に発生した故障の修理

第５条（料金の支払い）

　　甲の乙に対する契約料金の支払いは契約成立時に乙の請求

　　に基づき、請求日よリ１ケ月以内に乙指定の銀行口座に振

　　り込むものとする。

　　契約更新時も同様とする。

　　なお、原則として支払済みの保守料金は返却されないもの

　　とする。

第６条（料金の変更）

１　機器の増設や変更があった場合は保守契約料金の変更を行

　　う。

２　経済情勢の急激な変化等によリ必要がある場合は甲乙協議

　　の上、保守料金を変更することが出来る。

第７条（オーバーホ－ル）

　　機器につき、第４条２項６号に記載のオーバーホ－ルを乙

　　が必要と認めた場合は、甲乙協議の上、オーバーホール又

　　は交換を別途有料にて実施する。

第８条（設置条件の遵守）

　　甲は製品の定める機器の動作環境を遵守するものとする。

第９条（保守要員）

　　機器の保守、修理は乙又は乙の指定するサービス機関の技

　　術者のみによってこれを行い、その他の機関によって実施

　　された場合、乙はその責を負わない。

第10条（秘密の保全）

　　甲及び乙は本契約の履行に関して、知り得た相手方の秘密

　　を本契約の有効期間中のみならず、その満了又は解約後に

　　おいても第三者に漏洩してはならない。

第11条（契約の解除）

　　甲又は乙はその一方が本契約を履行しない場合は、相手方

　　に催告をなし、なお履行の誠意がないと認められた時は、

　　書面により本契約を解除する事ができ、この場合発生した

　　損害については本契約を履行しない者が補填の責を負う。

第12条（契約の更新）

　　本契約書は表記契約満了の１ケ月前までに甲又は乙から何

　　等申し出のない場合は、更に１ケ年間同－条件をもって継

　　続するものとし、その後も同様とする。但し、契約期間の

　　継続は、甲が製品を購入した日より最長４年を限度とする。

第13条（協議事項）

　　本契約に定めない事項及び本契約に関し、疑義を生じた場

　　合は、甲乙誠意をもって遅滞なく協議の上取り決める。

保守サービス契約条項

０４５-９３０-３５８５ユーザ登録／保守契約申込FAX番号・・・




